
 

 

 

 

 

 

 鴨川市は、地域とともにある学校づくりをより一層推進するため、昨年度から市内すべ

ての学校に学校運営協議会を設置しました。 

 学校運営協議会とは、法律に基づき市教育委員会に任命された委員（地域住民・保護者・

識見を有する者等）と学校（教職員）が、校長の目指すべきビジョン（育てたい子ども像）

を共有し、地域連携等について協議を行う合議制の機関（仕組み）です。学校運営協議会

を設置している学校のことを、コミュニティ・スクールといいます。 

 会議は原則、保護者・地域住民に公開となります。 

≪会議開催のお知らせ≫ 

 １ 会議の名称   令和５年度第 1回東条小学校学校運営協議会 

 ２ 内容      （１）任命書の交付、会長及び副会長の選任 

           （２）学校運営に関する基本方針の承認 

           （３）地域連携に関する意見交換 

 ３ 開催日時    令和５年 5月２９日（月）午前９時０0分から 

 ４ 開催場所    東条小学校 3階 集会活動室 

 ５ 傍聴の手続き等 事前申し込み（会場の都合上先着 10名） 

           開催日の前日までに電話で申し込んでください 

 ６ 問合せ先    東条小学校 教頭 池田 順子 

           ０４－７０９２－０６２４ 

 

 

 

 今年度の読書ボランティアの皆さんによる『読み聞かせ』がスタート 

しました。毎月２回隔週の水曜日の朝に、１年生から６年生までの全クラス 

で行っていただいています。学年や季節、子ども達の興味にあわせた本を選んで、読んで

くださるので、子ども達は毎回楽しみにしています。今日も夢中になって、聞き入る姿が

見られました。 
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